
雇　用　契　約　書
社会福祉法人 ○○○（以下、「甲」という。）と　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、乙が定年を迎え嘱託職員として引続き勤務するにあたり、下記の労働条件によって雇用契約を締結します。
継続雇用日：令和　　年　　月　　日
	甲
	雇 用 者
	所在地
	
	

	
	
	名　称
	
	

	
	
	職氏名
	
	㊞

	
	
	
	
	

	乙
	被雇用者
	住　所
	
	

	
	
	氏　名
	
	㊞


記
	雇 用 期 間
	令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

乙は、６５歳までの間、「継続雇用制度の選定基準に関する協定書」にもとづき、甲に引続き雇用期間の更新を、期間満了日の１ヵ月前までに申し出ることができる。
甲は、下記の労働条件に関する条項を除き、乙の継続雇用を確保する。

	勤 務 場 所
	1.　雇入れ直後 ：

	
	2． 変更の範囲 ：

	仕事の内容
	1.　雇入れ直後 ：

	
	2． 変更の範囲 ：

	勤務時間、休日及び勤務日
	1.
2.
3.
	勤務時間は、毎月１日を起算日とする１ヵ月単位の変形労働時間制とし、就業規則の別表「勤務時間区分表」による。勤務日は週平均労働時間が４０時間未満となるよう、毎月勤務割表により決定する。
休　日　　月９日
上記の勤務日は、業務の都合により変更することがある。

	時間外労働等
	1.
2.
	所定時間外労働　　なし　・　あり
休日労働　　　　　なし　・　あり

	休　　   暇
	年次有給休暇・その他の有給休暇　　…就業規則の内容を適用する

	賃       金
	1.
2.
3.
4.
5.
	基本給　日給月給：月　　　　　　　　　　円　　　時間給：時給　　　　　　円
諸手当　ア．（ ○○手当：　　　　　　　 円）イ．（ ○○手当：　　　　 　  円）　
ウ．（ ○○手当：  　 　　  　　円）エ．（ ○○手当：　　　　　   円）　
賃金締切日・賃金支払日・支払方法・賃金支払時の控除　　…従来通り
所定外労働に対し支払われる割増賃金率　…就業規則の通り
昇給・賞与・退職金の支給の有無　　…いずれも無し

	退職に関する事項
	1.
	自己都合退職の場合：退職する３０日以上前に届け出てください。

	
	2.
	解雇の事由及び手続：原則として３０日前に予告します。その他就業規則による。

	そ   の  他
	1.
	社会保険の適用　　　厚生年金・健康保険　…　適用あり

	
	2.
	雇用保険の適用　　　適用あり

	
	3.
	雇用に関する窓口：　○○課　○○　○○

	
	4.


	乙は有期雇用特別措置法による特例の対象となるため、契約期間が通算５年を超える場合であっても、無期転換申込権は発生しない。

	
	5.
	業務上知り得た会社及び関係者の機密・個人情報を他に漏らしてはならない。退職後も同様の取扱とする。

	
	6.

7.
	職員としての服務規律その他の事項については就業規則を遵守してください。
就業規則が確認できる場所や方法（　職員休憩室にファイリング　）


嘱託職員用








